
岐
阜
県
立
揖
斐
特
別
支
援

学
校

岐
阜
県
立
飛�
特
別
支
援

学
校
下
呂
分
校

第

千

九

百

九

十

九

号

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

高
等
部

中
学
部

小
学
部

高
等
部

中
学
部

小
学
部

全
日
制

の
課
程

全
日
制

の
課
程

普
通
科

普
通
科

(

金
曜
日)

知
的
障
害
者
、
肢
体
不

自
由
者
又
は
病
弱
者
に

対
す
る
教
育

知
的
障
害
者
に
対
す
る

教
育

目

次

教
育
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

特
別
支
援
教
育
課)

七
三
九
ペ
ー
ジ

告

示

○
有
害
図
書
類
の
指
定

(

男
女
参
画
青
少
年
課)

七
四
〇

○
解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

七
四
〇

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

七
四
〇

○
岐
阜
都
市
計
画
公
園
事
業
の
変
更
認
可

(

街
路
公
園
課)

七
四
一

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(
環
境
生
活
政
策
課)

七
四
一

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

同

)

七
四
一

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

保
健
医
療
課)

七
四
二

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)
七
四
二

○
高
山
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(

都
市
政
策
課)
七
四
三

教
育
委
員
会
規
則

岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

田

島

一

男

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
岐
阜
県
立
郡
上
特
別
支
援
学
校
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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�
岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日



雑
誌

種
類

チ
ャ
ン
プ
ロ
ー
ド

図
書
類
の
題
名

2008.
12月
号

月
日
号
等

㈱
笠
倉
出
版
社

発
行
所
､
制
作
者
名

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(
昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
図
書
類

２
指
定
年
月
日

平
成
20年
11月
14日

３
指
定
理
由

著
し
く
犯
罪
若
し
く
は
自
殺
を
誘
発
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
保
安
林
を

解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

加
茂
郡
東
白
川
村
越
原
字
都
加
太
地
一
五
六
四
の
一
五
か
ら
一
五
六
四
の
一
七
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
保
安
林
を

解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

下
呂
市
小
坂
町
落
合
字
唐
谷
二
三
七
六
の
一(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
下
呂
市
役
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一
般
国
道

道
路
の
種
類

三
百
三
号

路
線
名

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
川
上
字
村

ノ
内
一
三
六
四
番
二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
地

蔵
平
八
七
八
番
一
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･��･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

公

示

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
十
五
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
都
市
計
画

公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

岐
阜
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

平
成
十
九
年
岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
八
号

岐
阜
都
市
計
画
公
園
事
業

５
・
５
・
１
号

岐
阜
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
八
年
七
月
十
九
日
か
ら

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

岐
阜
市
米
廩
谷
、
鏡
岩
及
び
大
宮
町
一
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
一
月
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
白
川
手
筒
会

三

代

表

者

の

氏

名

土
屋

重
則

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
加
茂
郡
白
川
町
河
岐
七
一
九
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
白
川
町
周
辺
の
地
域
住
民
の
方
に
対
し
て
、
手

筒
打
上
花
火
等
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
白
川
に
お
け
る
限
界
集

落
に
な
り
つ
つ
あ
る
地
域
の
活
性
化
を
目
指
し
た
ま
ち
づ
く
り
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
一
月
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
東
濃
さ
つ
き
会

三

代

表

者

の

氏

名

宮
下

俊
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
多
治
見
市
大
薮
町
八
四
九
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

本
会
は
、
精
神
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
の
福
祉
向
上
を
目
的
と
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健
康
第
一
薬
局

リ
オ
店

に
し
む
ら
調
剤
薬
局

ユ
ウ
薬
局

中
部
薬
品

高
山
西
薬
局

名

称

本
巣
市
政
田
字
上
市
場
一
四
〇
四

土
岐
市
妻
木
平
成
町
一
―
二
〇

岐
阜
市
長
良
校
前
町
四
―
八
―
三

高
山
市
上
岡
本
町
二
―
四
五
二
―
二

所

在

地

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

平
成
��･��･� 平

成
��･��･� 平

成
��･��･� 平

成
��･��･� 指

定

年
月
日

し
、
主
に
岐
阜
県
東
濃
西
部
地
域(

多
治
見
市
、
土
岐
市
、
瑞
浪

市)

に
お
い
て
、
会
員
並
び
に
不
特
定
多
数
の
個
人
に
対
し
て
当

事
者
の
自
立
、
社
会
復
帰
、
社
会
参
加
と
こ
れ
に
関
わ
る
環
境
の

整
備
・
維
持
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
精
神
障
害
者
福
祉
の
充
実

し
た
明
る
い
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)○

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部

商
業
流
通
課
及
び
岐
阜
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
十
一
月
五
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ト
ヨ
タ
オ
ー
ト
モ
ー
ル
ク
リ
エ
イ
ト

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ラ
フ
ル
タ
ウ
ン
岐
阜

岐
阜
市
柳
津
町
丸
野
三
―
三
―
六

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

(

変
更
前)

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
ド
ー

外
七
二
者

(

変
更
後)

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
ド
ー

外
七
四
者

○
高
山
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

高
山
都
市
計
画
道
路

３
・
４
・
３
号

片
野
上
一
之
町
線
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二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
高
山
市
基
盤
整
備
部
都
市
整
備
課
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平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日
印
刷

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


